


条例で定める必要があるとされている事項

1
自己情報開示に係る手数料
について

89条
2項

19条

行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めると
ころにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数
料を納めなければならない。
２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で
定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める
額の手数料を納めなければならない。

従来通り、手数料は徴収せず，実
費のみ徴収する予定。
実費～コピー料金（白黒１枚10
円、カラー１枚60円）CD１枚95
円、郵送料

No 項目
関連条文

改正法の内容 対応の方向
改正法 条例
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条例で定めることができるとされている事項

1

2

3 審議会への諮問 129条

別紙
１の
とお
り

地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人
情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく
意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会
その他の合議制の機関に諮問することができる。

検討中

No 項目
関連条文

改正法の内容 対応の方向
改正法 条例

個人情報取扱事務登録簿の
作成・公表に係る事項につ
いて

75条5
項

7条

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定め
るところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の
保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表す
ることを妨げるものではない。

現行制度を維持する方向。

条例要配慮個人情報につい
て

60条5
項

2条
6条2
項

「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地
方独立行政法人が保有する個人情報（要配慮個人情報を除
く。）のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に
対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように
その取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が
条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

近隣各市の状況を確認するが、現
段階では地域の特性等を考慮した
条例要配慮個人情報は規定しない
方向。
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条例で定めることができるとされている事項

4

5

6

7

No 項目
関連条文

改正法の内容 対応の方向
改正法 条例

本人開示等請求における不
開示情報の範囲について

78条2
項

別紙2
のと
おり

別紙2のとおり

条例で規定はしない。（法に規定
する非開示情報の各号のいずれか
に該当するか判断することとなる
と考えている。）

任意代理人による請求に際
し、必要に応じて本人に対
して確認書を送付し、その
返信をもって本人の意思を
確認する手続きを定める規
定について

108条 なし

この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、
訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事
項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な
規定を定めることを妨げるものではない。

近隣各市の状況を確認し対応した
いと考えている。

開示決定等の期限につい
て、法の規定よりも短い期
限に設定する旨の規定につ
いて

108条 16条

この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、
訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事
項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な
規定を定めることを妨げるものではない。

現行の７日を維持する方向。
延長は現行の30日を維持する方
向。

訂正決定等を行うべき期間
に上限を設け又は期間の延
長に請求者の同意を要する
とする規定について

108条 22条

この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、
訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事
項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な
規定を定めることを妨げるものではない。

現行の45日を維持する方向。
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条例で定めることが妨げられるものではないとされている事項

1

No 項目
関連条文

改正法の内容 対応の方向
改正法 条例

個人情報保護委員（救済機
関）の設置

ー 27条

Ｑ５－９－３ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が
行った開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等につい
て、行政不服審査法に基づく審査請求とは別に、不服の申
出を受ける独自の制度を設けることはできるか。
Ａ５－９－３ 法、行政不服審査法等の関係法令に違反しな
い限り、地方公共団体の判断により、行政不服審査法に基
づく審査請求とは別に、不服の申出を受ける独自の制度を
設けることは妨げられません。

現行制度を維持する方向
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取扱いの制限

実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報の取扱いをしてはならな
い。ただし、法令若しくは条例の規定に基づいて取り扱うとき又は逗子
市個人情報保護運営審議会(第28条第1項を除き、以下「審議会」とい
う。)の意見を聴いた上で正当な事務の実施のために必要があると認めて
取り扱うときは、この限りでない。(1) 人種及び民族(2) 思想、信条及
び宗教(3) 犯罪歴(4) 社会的差別の原因となる社会的身分。（第６条関
係）

地方公共団体の機関は、個人情報の適正な取扱いを確
保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特
に必要である場合には、条例で定めるところにより、
審議会等に諮問することができる（法第129 条）。以
上において、「特に必要な場合」とは、個人情報保護
制度の運用やその在り方について専門的知見を有する
者の意見も踏まえた審議が必要であると合理的に判断
される場合をいう。この点、個人情報の取得、利用、
提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等
への諮問を要件とする条例を定めてはならない。令和
3 年の法改正では、社会全体のデジタル化に対応した
個人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏まえ
て、地方公共団体の個人情報保護制度についても、法
の規律を適用して解釈を委員会が一元的に担う仕組み
が確立されたところ、地方公共団体の機関において、
個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会
等への諮問を行うことは、法の規律と解釈の一元化と
いう令和３年改正法の趣旨に反するものである。な
お、法及びガイドライン等の適正な運用をもって個人
情報の保護が図られることなることに加え、地方公共
団体は、法第166 条に基づき、専門性を有する委員会
に助言を求めることも可能であることから、個別の事
案について重ねて審議会等の意見を聴くことが必要と
なる場面は少なくなると考えられる。（ガイドライン
9-4）

収集の制限

本人から収集することで市の機関又は国若しくは他の地方公共団体の機
関が行う当該事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実
施を困難にするおそれがある場合であって、実施機関が審議会の意見を
聴いた上で必要があると認めたとき。（第８条関係）

利用及び提供の制限

(1) 法令又は条例の規定に基づき利用し、又は提供するとき。(2) 本人
の同意に基づき利用し、又は提供するとき。(3) 個人の生命、身体又は
財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用
し、又は提供するとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、審議会の意見を
聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。（第10条関
係）

オンライン結合
実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始し
ようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
その内容を変更しようとするときも、同様とする。（第11条関係）

審議会の設置

この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するた
め、逗子市個人情報保護運営審議会を置く。
2 審議会は、この条例により付与された権限に属する事項及び番号法第
28条第１項の規定による特定個人情報保護評価の実施に関する事項を行
うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について実施機
関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議す
る。

地方公共団体の機関は、条例で定めるところによ
り、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合
において、個人情報の適正な取扱いを確保するため
専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要で
あると認めるときは、審議会その他の合議制の機関
に諮問することができる。

審議会への諮問 （別紙１）

内容 現行 改正法
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審議会に係る個人情報保護委員会の考え方

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（

案
）

9‐4 地方公共団体に置く審議会等への諮問

地方公共団体の機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合には、
条例で定めるところにより、審議会等に諮問することができる（法第129 条）。以上において、「特に必要な場合」とは、個人情報
保護制度の運用やその在り方について専門的知見を有する者の意見も踏まえた審議が必要であると合理的に判断される場合をいう。
この点、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならな
い。令和3 年の法改正では、社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏まえて、地方公共団体
の個人情報保護制度についても、法の規律を適用して解釈を委員会が一元的に担う仕組みが確立されたところ、地方公共団体の機関
において、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行うことは、法の規律と解釈の一元化という令和３年
改正法の趣旨に反するものである。なお、法及びガイドライン等の適正な運用をもって個人情報の保護が図られることなることに加
え、地方公共団体は、法第166 条に基づき、専門性を有する委員会に助言を求めることも可能であることから、個別の事案について
重ねて審議会等の意見を聴くことが必要となる場面は少なくなると考えられる。

事
務
対
応
ガ
イ
ド
（

案
）

8-6 地方公共団体に置く審議会等への諮問

地方公共団体の機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合には、
条例で定めるところにより、審議会等に諮問することができる（法第129 条。ガイドライン9-4（地方公共団体に置く審議会等への諮
問）を参照のこと。）。以上において、「特に必要な場合」とは、個人情報保護制度の運用やその在り方について専門的知見を有す
る者の意見も踏まえた審議が必要であると合理的に判断される場合をいう。この点、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合
等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。令和3 年の法改正では、社会全体のデジタル化に対
応した個人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏まえて、地方公共団体の個人情報保護制度についても、法の規律を適用して解
釈を委員会が一元的に担う仕組みが確立されたところ、地方公共団体の機関において、個別の事案の法に照らした適否の判断につい
て審議会等への諮問を行うことは、法の規律と解釈の一元化という令和３年改正法の趣旨に反するものである。なお、法及びガイド
ライン等の適正な運用をもって個人情報の保護が図られることなることに加え、地方公共団体は、法第166 条に基づき、専門性を有
する委員会に助言を求めることも可能であることから、個別の事案について重ねて審議会等の意見を聴くことが必要となる場面は少
なくなると考えられる。
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編
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Ｑ６－１－２ 地方公共団体の機関が法第114 条第１項の規定に基づき法第112 条第１項の提案の審査を行う場合において、法第129
条の規定により、審議会等に対して諮問を行うべき旨を法施行条例で定めることは許容されるか。

Ａ６－１－２ 法第114 条第１項各号に定める基準については、委員会においてその解釈を示すものですが、同項第4号の「事業が新
たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること」についての審査に当たり参照する基
準の策定のために、必要な専門的知見を有する有識者に対して意見聴取を行うことは妨げられるものではなく、法第129条の規定によ
り、法施行条例に定めを置いて、当該基準について専門的知見を有する委員で構成される審議会等に対して諮問することも妨げられ
ません。なお、この場合であっても、法第114条第1項第４号の適合の有無の判断は「行政機関の長等」が行うものであり、審議会等
が実質的な判断を行うことはできないことに留意する必要があります。

Ｑ７－１－１ 法第129 条で規定する「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があ
ると認めるとき」とは具体的にどのような場面を想定しているのか。

Ａ７－１－１ 「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるとき」と
は、単に諮問をする必要があるというだけでなく、例えば、以下の場合が想定されます。
・ 定型的な案件の取扱いについて、専門的知見に基づく意見を踏まえて国の法令やガイドラインに従った運用ルールの細則を事前に
設定しておくことで個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる場合
・ 地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護に関する施策を実施する場合で、地域の代
表者や有識者等からの意見を聴取することが特に必要である場合なお、いわゆる「オンライン結合制限」や目的外利用制限などに関
する規律として、個別案件における個人情報の取扱いについて、類型的に審議会等への諮問を行うべき旨を法施行条例で定めること
は許容されません。一方で、特定個人情報保護評価に関する規則（平成26 年特定個人情報保護委員会規則第1 号）第7 条第4 項に基
づき審議会等に意見を聴く場合等、法第129 条の規定に関わらず、個人情報保護法以外の法令に基づき、審議会等に対し意見を聴く
ことは妨げられません。
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Ｑ７－１－３ 法施行条例において、審議会等が諮問に基づかずに行う調査、審議又は意見陳述に関する規定を設けることは可能か。

Ａ７－１－３ 法第129 条は審議会等に対して地方公共団体の機関が行う諮問について規定するものであり、地方公共団体が附属機関
等として設置する審議会等が自発的に行う調査、審議又は意見陳述を妨げるものではありません。ただし、地方公共団体が調査等を
受けることを事実上の要件としたり、審議会の意見を尊重することを義務として定めるような法施行条例の規定を設けることはでき
ない点に留意する必要があります。

Ｑ７－１－４ 法第129 条の規定に基づく審議会等への諮問について、諮問先の審議会等の構成員に専門的な知見を有する学識経験者
等だけでなく、公募で選ばれた住民代表も含めても良いか。

Ａ７－１－４ 法第129 条の規定に基づく審議会等への諮問については、「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基
づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき」に行うことができることとされており、諮問事項についての専門的な知見を有
さない住民代表のみで構成された審議会等に対して諮問を行うことは、本条の規定の趣旨に反し、認められません。一方で、地方公
共団体が審議会等の場を活用して、専門的な意見に対する住民の反応を確認する趣旨で住民代表からの意見を聞くこと自体は妨げら
れるものではなく、このような趣旨で専門的知見を有する構成員と住民代表たる構成員により審議会等を構成することも妨げられま
せん。
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